
経理上⼿くんα バージョンアップ情報 Vers-23.005 
2025 年 1 月 22 日 

バージョンアップ情報〔給与上手くんα ProⅡ〕 
VERSION:25.001 

●給与上手くんα ProⅡ VERSION:15.103 
●給与上手くんαクラウド ProⅡ・給与上手くんαクラウド SE ProⅡ VERSION:15.103 
 
当プログラムは、マイクロソフト社のサポート対応終了に伴い、Windows XP・Vista・7・8.1 搭載機へのインスト
ールは不可となっています。 
 

 年調減税対象の扶養親族の判定の修正 
 給与・賞与／年調データ⼊⼒／控除⼊⼒ 

配偶者特別控除の要件となる配偶者が非居者である場合に、他の定額減税対象となる扶養親族の人数
の集計が正しく⾏われずに年調減税額が計算された結果、年調過不⾜税額が誤っていたのを修正しま
した。 

 
 
 
 
 給与・賞与／出⼒帳票 
 給与明細書、給与台帳兼賃⾦台帳、⽉別給与⼀覧表、控除⼀覧表 

年末調整の「減税対象者の確認」画⾯で「扶養等の数」を実額⼊⼒で変更（実額⼊⼒を⾃動に戻す場
合も含む）し、その変更した該当社員を開かずに給与関係帳票（明細書、賃⾦台帳等）を出⼒すると
所得税（過不⾜税額）や差引⽀給額等が誤った（変更前）⾦額で出⼒されるケースがあったのを修正
しました。 

 
※詳細は、次ページからの“給与処理ｄｂ【給与計算】（VERSION: 15.103）の変更点” を参照してくださ

い。 
 
 
 

ご注意 
●他のＩＣＳシステムとマスターのやり取りを⾏われる場合は、他のＩＣＳシステム側も当改正対応プロ 

グラムのインストールを⾏い、バージョンを統一してください。 

・R6.12⽉分の所得税徴収⾼計算書について、納付⾦額が変更となる可能性がありますのでご確認いた
だき、提出先へのご相談をお願いいたします。 



 

２ 

給与処理ｄｂ【給与計算】（VERSION:15.103）の変更点 
 

「年調減税対象の扶養親族の判定に関する修正」 
 

Ⅰ.給与・賞与 
 

1）給与・賞与／年調データ⼊⼒ 
①控除⼊⼒ 

   ・配偶者特別控除の要件となる配偶者が非居者である場合に、他の定額減税対象となる扶養親族の人数
の集計が正しく⾏われずに年調減税額が計算された結果、年調過不⾜税額が誤っていたのを修正しま
した。 

   ・例 
   《社員登録》本人所得︓1,000 万以下 
 
 
 
 
 
 
 
 
   《減税対象者の確認》 

「扶養等の数」に定額減税対象となる扶養 1、扶養 2 が集計されず、本来 9 万円となるはずが、本人分
の 3 万円のみ計算されていました。 
「扶養等の数」が扶養人数ー非居住者数ー１として集計されていました。 
 

 
 
 
   《控除⼊⼒/年末調整データ⼊⼒》 
    誤︓43,950（年調所得税額）-30,000(24-2)＝13,950(24-3) 

13,950×102.1%＝14,242→14,200（年調年税額） 
還付額＝51,440 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
    正︓43,950（年調所得税額）-90,000(24-2)＝0(24-3) 

0×102.1%＝0（年調年税額） 
還付額＝65,640 

 
 
 
 
 
 
 

扶養 1、扶養 2 は非居住者
ではないため定額減税対象 
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   ・対応内容 
    上述の条件であっても正しく計算を⾏うよう修正しました。 

既に現象が発生していたマスターについては、修正前の計算状態を保存するため、「減税対象者の確
認」画⾯にて該当者の修正前の“扶養等の数“を実額⼊⼒状態（緑）にする対応を⾏いました。 
必要に応じて該当者の”扶養等の数”を Delete し、⾃動計算を⾏ってください。 
⼀度単独年調処理まで進めた給与マスターを年調切替ボタンで１２⽉給与処理に戻している状態でバ
ージョンアップを⾏った場合は、年調切替で単独年調に進めると⾃動計算されます。  

     
    《バージョンアップ後》 
 
 
 
 
 
    バージョンアップ前に扶養等の数を実額で正しい人数に修正していた場合は、バージョンアップ後⾃

動計算（水色）に戻します。現象に該当している場合であっても実額修正した数値と⾃動計算と合わ
ない場合や、現象に該当しないが実額修正を⾏っている場合は実額状態を保持します。 

 
《バージョンアップ前》     《バージョンアップ後》 

 
 
 
正しい数値に修正                                      ⾃動計算に戻る 

    異なる数値に修正                                      実額状態を保持 
 
 
 
 
 
 

条件 

次の条件全てに該当する場合はご確認をお願いします。 
1. 配偶者特別控除の要件を満たす配偶者がいる 
2. 配偶者の非居住者(※)にチェックが付いている 
3. 配偶者以外の扶養親族が1名以上いる 

 
(※)国内に住所を有せず、⼜は現在まで引き続いて 1 年未満しか居所を有していない個⼈を指します 

 
配偶者特別控除の要件を満たす配偶者の「非居住者」にチェックが付くことで、定額減税の対象となる扶養等の数が
正しく算出されません 

配偶者控除の対象の場合や、配偶者以外の扶養親族がいない場合は問題ありません。 

※ご注意※ 
・R6.12⽉分の所得税徴収⾼計算書について、納付⾦額が変更となる可能性がありますのでご確認いた

だき、提出先へのご相談をお願いいたします。 
 

※ 

Delete 



 

４ 

 修 正 
 

1）給与・賞与／出⼒帳票 
①給与明細書、給与台帳兼賃⾦台帳、⽉別給与⼀覧表、控除⼀覧表 

年末調整の「減税対象者の確認」画⾯で「扶養等の数」を実額⼊⼒で変更（実額⼊⼒を⾃動に戻す場
合も含む）し、その変更した該当社員を開かずに給与関係帳票（明細書、賃⾦台帳等）を出⼒すると
所得税（過不⾜税額）や差引支給額等が誤った（変更前）⾦額で出⼒されるケースがあったのを修正
しました。 
年末調整の出⼒帳票（給与上手くんαProⅡのみ）は正しい⾦額で出⼒されています。 
●当修正プログラムをインストール後、再計算が⾏われ正しい⾦額（変更後）が反映されます。 

（過年度マスターでロック状態の場合ロック解除時に再計算） 
  

 «条件» 
①年調所得税額に⾦額が発生している（ゼロでない）年調対象者。  
②年末調整データ⼊⼒の減税対象者の確認画⾯で「扶養等の数」を実額変更し、年調年税額の⾦額が

変更になった社員がいる。  
③変更後に、その社員の年調データ⼊⼒の基礎/配偶者/調整控除申告書⼊⼒タブ、又は給与・賞与業

務の明細⼊⼒画⾯を開いていない。  
④上記すべての条件に該当し、給与・賞与業務の出⼒処理から下記の帳票を出⼒した場合。 
 
※現象が発生した場合でも、下記の処理を⾏うことで現象は回避できていました。 

・マスター修復業務で該当マスターを修復する。 
・給与・賞与業務の明細⼊⼒画⾯で該当社員を開く。 
・年調データ⼊⼒業務の基礎/配偶者/調整控除申告書⼊⼒タブで該当社員を開く。 

  
«該当帳票» 

  年末調整設定の過不⾜税額の表⽰⽅法によって、帳票の項目が異なります。 
①「所得税に過不⾜税額を出⼒する」設定のマスター 

   ・給与明細書…所得税（過不⾜税額）、控除合計、差引支給額 
   ・給与台帳兼賃⾦台帳…所得税（過不⾜税額）、差引支給額 
   ・⽉別給与⼀覧表及び控除⼀覧表…所得税（過不⾜税額）、控除合計、差引支給額、⽴替⾦ 
 

②「所得税と過不⾜税額を分けて出⼒する」設定のマスター 
   ・給与明細書…控除合計、差引支給額 
   ・給与台帳兼賃⾦台帳…差引支給額 
   ・⽉別給与⼀覧表及び控除⼀覧表－…控除合計、差引支給額、⽴替⾦ 
 

③単独年時「過不⾜税額のみ出⼒する」設定のマスター 
   ・給与明細書…控除合計 
   ・給与台帳兼賃⾦台帳…差引支給額 
   ・⽉別給与⼀覧表及び控除⼀覧表…控除合計、⽴替⾦ 
 

 
以上 


